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２０２６年度 明治大学法科大学院 論文試験問題 

 

【民 法】 

 

問題 以下の事例を読んで、設問１と設問２の（１）及び（２）に答えなさい。

なお、損害金等は考慮しなくてよい。 

※ 解答用紙の記入に際しては、〔設問１〕（１）（２）、〔設問２〕（１）（２）  

  と見出しをつけて記入しなさい。 

（事例） 

 Ｘは、Ｙ運送会社に雇用されているトラック運転手であるが、令和６年９月２

０日、労働法上問題のあるＹの運送計画に基づいて業務を遂行していたところ、

その運送業務中に交通事故（以下「本件事故」という。）を起こしてしまい、被

害者であるＡが本件事故によって死亡した。Ａの相続人は、長男Ｂと二男Ｃの二

人であり、Ａが本件事故によって被った損害額は、過失相殺等を踏まえて合計３

２００万円である。 

Ｂは、Ｘに対して損害賠償請求訴訟を提起し、その確定判決に基づいて、令和

７年６月１０日、ＸはＢに１６００万円を支払った。他方、Ｃは、Ｙとの間で和

解契約を締結し、令和６年１２月１０日、ＹはＣに１２００万円を支払っていた。 

Ｙは、令和７年９月１日、Ｘに対して、１２００万円の求償を求める本訴を提

起し（以下「本件本訴」という。）、これに対してＸは、Ｙの請求を棄却する旨の

裁判を求めると答弁するとともに、Ｙに対して、求償を求める反訴を提起した

（以下「本件反訴」という。）。 

 

〔設問１〕 

 （１）民法７１５条の使用者責任の法的性質を簡潔に説明しなさい。 

 （２）Ｙは、Ｘに対して、Ｃに支払った１２００万円について、全部または一

部を求償請求することができるか解答しなさい。 

 

〔設問２〕 

 （１）Ｘは、Ｙに対して、Ｂに支払った１６００万円について、全部または一

部を求償請求することができるか解答しなさい。 

 （２）ＸとＹの負担割合が１：３であるとした場合、本件本訴の結論はどうな 

るか、本件反訴の結論はどうなるか、それぞれ解答しなさい。 

 


